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１ 経過 

 

平成 23 年から取組を開始した第 4 次亀岡市総合計画～夢ビジョン～（以下「総合計

画」という。）は、平成 27 年度をもってその前期基本計画期間を終了し、平成 28 年度

から新たに後期基本計画の取組を開始したところです。 

総合計画については市民と行政が目標を共有し、協働で取り組む「まちづくり計画」

として着実な推進を図るため、その基本構想において基本計画に係る進行管理を実施し、

各施策・事業の進捗状況と成果を中心に把握、検証し、その結果の公表等を通じて情報

を市民と共有しながら推進することと定められています。 

後期基本計画（平成 28年度～32年度）の進行管理については、平成 28年度に亀岡市

総合計画審議会・進行管理部会を中心として前期基本計画の行政評価・進行管理におけ

る成果と課題を踏まえ新たな仕組みを策定しました。 

 

 

２ 進行管理・行政評価の目的について 

 

 後期基本計画の進行管理・行政評価の目的は以下のとおりです。 

 

＜①後期基本計画の効果的・効率的な推進＞ 

・後期基本計画の各施策の取組の漏れがないか確認するとともに、進捗状況を把握し、

後期基本計画各施策の円滑な推進を図ります。 

 

・後期基本計画に掲げる施策を実現するための事業の重要性・実施手法等について、市

民意見の募集（平成 30年度から実施予定）・外部評価（亀岡市総合計画審議会・進行

管理部会）・内部評価（市長・副市長）を実施し、事業の「重要性」を明確にし、後

期基本計画第 8章第 2節に定める「事業の選択と集中による予算編成」を図るため予

算要望・予算査定と連携するとともに、「手法の妥当性」について評価し、事業の見

直しに活用し、限られた予算の中での効果的、効率的な事業の推進を図ります。 

 

 

＜②市民参画の推進＞ 

・総合計画の進捗状況について情報公開を進め、市民の行政への参画意識を醸成すると

ともに、情報公開に関する市民満足度を高めるために、進捗状況や行政評価結果を市

民情報コーナーや市ホームページで公表し、市民との情報共有を図り、情報公開に関
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する市民満足度を高めます。 

 

・行政評価（施策評価）において、市民からの意見を募集するなど市民の意見を聞く機

会を設けます。 

 

 

＜③人材育成の推進＞ 

・事業の担当職員が直接、市長・副市長とのヒアリングを行い、施策に対する考え方を

養うとともに、プレゼンテーション能力の向上を図ります。 

・調書には、成果指標欄を設け、職員による成果を意識した事業執行を図ります。 

 

３ 進行管理・行政評価の内容について 

 

 後期基本計画の進行管理・行政評価については、前期基本計画の進行管理・行政評価

の課題を踏まえ、次のとおり実施します。 

 なお、平成 29年度については、試行的に実施し、平成 29年度進行管理・行政評価の

成果・課題を踏まえ、平成 30年度から本格的に実施します。 

 

＜進行管理＞ 

後期基本計画期間 5年間の計画を立て、前年度ベースで事務事業を進捗管理し、後期

基本計画の各施策の取組の漏れがないか確認するとともに、進捗状況を把握・管理しま

す。 

各年度の指標について、前期基本計画においては活動指標と成果指標が混在し、的確

な指標が設定できていないケースがあったことを踏まえ、後期基本計画においては「活

動指標（アウトプット指標）」と「成果指標（アウトカム指標）」に分けて記載し、進捗

状況を把握・管理します。 

なお、進捗状況の著しい遅滞や、障害の発生が認められる場合は、主要事務事業進行

管理と連携し、改善を図ります。 

 

 

 

 

 

 

■前期基本計画との変更点 

【前期基本計画】            【後期基本計画】 

指標：数値目標の設定      →   活動指標と成果指標を分けて記載 

   (活動指標、成果指標の指定なし) 
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＜行政評価（施策評価）＞ 

前期基本計画では事務事業評価（事業単位での評価）を実施してきましたが、取組の

全体像が分かりづらい、評価しにくい、また事業の改善やスクラップ・アンド・ビルド

に結びつきにくいという課題があった事を踏まえ、後期基本計画においては、各年度に

2 つの施策を選定し、施策単位で事業を束ね、行政評価（施策評価）を実施することと

します。 

 行政評価（施策評価）においては、後期基本計画の各章から、各年度に対象の施策を

選定し、当該施策について施策管理調書を作成のうえ、進行管理部会ヒアリングにおい

て、当該施策を実現するための事業について、「重要性」及び「手法の妥当性」等の観

点から評価します。また、進行管理部会における評価結果を尊重し、市長・副市長によ

る理事者ヒアリングにおいて、施策に係る各事業のスクラップ・アンド・ビルドを実施

し、効果的・効率的な事務改善を図ります。なお、施策管理調書には、当該施策に係る

事務事業への従事職員数、実際に必要となる実質人員数、及び人件費（参考値）を記載

することで、施策推進に係るコストを示します。 

評価結果については、次年度の当初予算に反映できるスケジュールで取り組むことで、

予算要望・予算査定と連携し事業の見直しを進め、効果的、効率的な事業の実施を図り

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■前期基本計画との変更点 

【前期基本計画】             【後期基本計画】 

評価単位：事務事業単位(事務事業評価) → 施策単位(施策評価) 
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４ 「主要事務事業進行管理」との連携について 

 

 「総合計画の進行管理」は、前年度ベースで施策・事業の進捗状況を管理しますが、

進捗状況に著しい遅滞や、障害の発生が認められる事業については、原則として現年度

ベースで進捗管理する「主要事務事業進行管理」の対象事業とし、円滑な事業の推進を

図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■主要事務事業進行管理について 

現年度ベースで主要事務事業の執行状況を把握して（年間 5回の部長会議での報

告）、執行上の問題点がある場合は、これを明らかにし、事務事業を管理すること

により、主要事務事業の効率的執行を確保することを目的として実施するもので

す。 

■例えば、 

平成 29年度の「総合計画の進行管理」においては、平成 28年度に実施した事業

の進捗状況の管理を行いますが、ここで進捗状況の著しい遅滞や、障害の発生が認

められる場合は、原則として平成 29年度の「主要事務事業進行管理」（現年度ベー

スで進捗状況を管理）の対象事業とします。 
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５ 行政評価の実施について 

 

 後期基本計画の行政評価は、以下のとおり「進行管理部会ヒアリング」及び「理事者

ヒアリング」を軸として実施します。 

 

（１）進行管理部会ヒアリング 

     後期基本計画の施策（節）単位で作成する「施策管理調書」、及び施策に係

る各事務事業単位で作成する「進行管理調書」に基づき、進行管理部会ヒアリ

ングを実施します。 

     各事務事業の所管部及び担当職員出席のもと、当該施策及び事業に係る現状、

課題及び今後の取組の方向性等について、進行管理部会委員から質問いただき

ます。なお、質問については、人材育成の観点から原則として事業担当者が対

応します。 

     進行管理部会ヒアリングにおける評価方法は、施策に係る事務事業の「重要

性」及び事務事業推進に係る「手法の妥当性」（絶対評価）について評価いた

だくとともに、施策全体の見地から今後の取組の方向性等について、進行管理

部会の意見をまとめていただきます。 

 

（２）理事者ヒアリング 

     進行管理部会ヒアリングの結果を踏まえ、市長・副市長によるヒアリング（理

事者ヒアリング）を実施します。 

     理事者ヒアリングにおいては、進行管理部会ヒアリングの結果を尊重し、主

に事業のスクラップ・アンド・ビルドの観点から、今後の施策及び事業推進の

方向性について評価いただきます。 
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６ 評価結果の活用等について 

 

 行政評価の結果については、以下のとおり活用することで効果的・効率的な事務改善

を図ります。 

 

（１）予算要望、予算査定との連携 

行政評価結果については、予算要望、予算査定と連携し、事業の集中と選択を

図るとともに、事業の見直し等に活用し、限られた予算の中での効果的、効率的

な事業の実施のために活用します。 

 

（２）事業推進方法の改善 

事業推進の「手法の妥当性」が低いと評価された事業については、改善・見直

しを図り、次年度に改善状況報告書を提出します。 

 

（３）全庁的な情報共有 

 また、行政評価結果を亀岡市総合計画策定推進委員（定例部長会議メンバーで

構成）に報告することで、全庁的に取り組むべき事項を共有し、全庁的な事務改

善を図ります。 

 

（４）行政評価結果の公表 

    進行管理調書、及び行政評価結果を情報コーナーや市ホームページで公表する

ことで、市民の行政への参画意識を醸成するとともに、情報公開に関する市民満

足度を高めます。 
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７ 平成 29年度の取組について 

 

 以上の仕組みに基づき、本年度は、試行的に次のとおり進行管理・行政評価に取り組

みました。 

 

 

 平成 29年 5月 25日  

・平成 29年度第 1回亀岡市総合計画審議会開催 

 ☞平成 29年度の進行管理・行政評価に係るスケジュールを説明 

  

 平成 29年 5月 31日 

  ・後期基本計画の進行管理・行政評価に係る職員説明会開催 

 

 平成 29年 6月 12日 

  ・後期基本計画の進行管理・行政評価に係る調書作成依頼 

 

 平成 29年 8月 1日 

  ・平成 29年度第 1回進行管理部会開催  

   ☞平成 29年度行政評価対象施策、及び施策に係る事務事業について報告 

 

 平成 29年 9月 4日 

  ・平成 29年度進行管理部会ヒアリングの実施 

 

 平成 29年 10月 23日、24日 

  ・理事者ヒアリングの実施 

 

 平成 29年 11月 6日 

  ・定例部長会議にて、平成 29 年度行政評価結果を総合計画策定推進委員宛てに報

告。 

 

 平成 30年 1月 11日 

  ・平成 29年度第 3回進行管理部会開催 

   ☞平成 29年度行政評価結果の報告 

 


